
議案第 18 号 

   令和３年度野田村漁業集落排水事業特別会計予算 

 令和３年度野田村の漁業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 13,414 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」

による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 214 条の規定により債務を負担する

行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第 230 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表地方債」による。 

 令和３年３月３日提出 

岩手県野田村長 小 田 祐 士 

 

 



第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

款 項

歳 入

金      額

（単位：千円）

分 担 金 及 び 負 担 金1 200

1 分 担 金 200

使 用 料 及 び 手 数 料2 1,670

1 使 用 料 1,669

2 手 数 料 1

国 庫 支 出 金3 0

1 国 庫 補 助 金 0

繰 入 金5 10,842

1 他 会 計 繰 入 金 10,842

繰 越 金6 1

1 繰 越 金 1

諸 収 入7 1

1 雑 入 1

村 債8 700

1 村 債 700

歳          入          合          計 13,414



款 項

歳 出

金      額

（単位：千円）

漁 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費1 4,779

1 漁 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費 4,779

公 債 費2 8,535

1 公 債 費 8,535

予 備 費3 100

1 予 備 費 100

歳          出          合          計 13,414



第 ２ 表  債 務 負 担 行 為 

                                        （単位：千円） 

事 項 期 間 限 度 額 

公営企業会計適用事業 
令和４年度から 

令和５年度まで 
1,729 

 



 

第 ３ 表 地 方 債 

(単位：千円 ) 

起債の目的  限度額  起債の方法  利  率  償 還 の 方 法 

公営企業会計適用

事業  

700 証 書 借 入 又 は

証券発行  

年 5.0％以内  融 資 先 の 融 資 条

件による。ただし、

村 財 政 の 都 合 に よ

り 据 置 期 間 及 び 償

還期間を短縮し、若

し く は 繰 上 償 還 又

は 低 利 に 借 換 す る

ことができる。  

計  700 
   

 



比     較

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

歳 入

１　総　括

款 本 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 構 成 百 分 比

（単位：千円）

分 担 金 及 び 負 担 金 2001 0200 1.49

使 用 料 及 び 手 数 料 1,6702 △701,740 12.45

国 庫 支 出 金 03 △2,5002,500 0

繰 入 金 10,8425 △2,87513,717 80.82

繰 越 金 16 01 0.01

諸 収 入 17 01 0.01

村 債 7008 7000 5.22

13,414 18,159 △4,745歳     入     合     計 100.00



地 方 債国県支出金

歳 出

款 本年度予算額 前年度予算額 構成百分比

（単位：千円）

比 較

そ の 他
一般財源

本  年  度  予  算  額  の  財  源  内  訳

特     定     財     源

漁 業 集 落 排 水 施 設 管 理 費 4,7791 △4,7459,524 700 1,771 2,308 35.63

公 債 費 8,5352 08,535 8,535 63.63

予 備 費 1003 0100 100 0.74

歳     出     合     計 13,414 18,159 △4,745 10,8431,871700 100.00



本 年 度

２　歳　入
1 分担金及び負担金

（単位：千円）

款              項              目 前 年 度 比   較
区   分

節

金   額
説     明

1 分担金及び負担金 200 0200

1 分担金 200 0200

漁業集落排水事業分担金漁業集落排水事業1 漁業集落排水事業分担金 200 0 1 200200

分担金

2 使用料及び手数料 1,670 △701,740

1 使用料 1,669 △701,739

漁業集落排水施設使用料現年分1 漁業集落排水施設使用料 1,669 △70 1 1,6681,739

漁業集落排水施設使用料滞納繰越分2 1

2 手数料 1 01

督促手数料督促手数料1 手数料 1 0 1 11

3 国庫支出金 0 △2,5002,500

1 国庫補助金 0 △2,5002,500

廃目整理農山漁村地域整備交付金 0 △2,5002,500

5 繰入金 10,842 △2,87513,717

1 他会計繰入金 10,842 △2,87513,717

一般会計繰入金一般会計繰入金1 一般会計繰入金 10,842 △2,875 1 10,84213,717

6 繰越金 1 01

1 繰越金 1 01

前年度繰越金繰越金1 繰越金 1 0 1 11

7 諸収入 1 01

1 雑入 1 01

雑入雑入1 雑入 1 0 1 11

8 村債 700 7000

1 村債 700 7000



本 年 度

8 村債

（単位：千円）

款              項              目 前 年 度 比   較
区   分

節

金   額
説     明

公営企業会計適用債漁業集落排水事業1 漁業集落排水事業債 700 700 1 7000

債



３　歳　出
1 漁業集落排水施設管理費

（単位：千円）

款  項  目 説    明

節

区　　分 金　　額
本 年 度 前 年 度 比    較

本   年   度   の   財   源   内   訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

1 漁業集落排 4,779 9,524 △4,745 700 1,771 2,308

水施設管理

費

1 漁業集落排 4,779 9,524 △4,745 700 1,771 2,308

水施設管理

費

〇施設管理費1 漁業集落排 4,779 9,524 △4,745 700 1,771 2,308 10需 用 費 1,557 4,779

　光熱水費 1,319水施設管理

　手数料費 11役 務 費 513 447

　集落排水終末処理施設維持管理業務委託 1,158

　公営企業会計移行支援業務委託12委 託 料 2,109 601

　公営企業会計システム構築業務委託 350

　その他経費14工 事 請 負 費 600 904

2 公債費 8,535 8,535 0 8,535

1 公債費 8,535 8,535 0 8,535

〇償還金1 元金 7,884 7,777 107 7,884 22償還金､利子 7,884

及 び 割 引 料

〇償還金2 利子 651 758 △107 651 22償還金､利子 651

及 び 割 引 料

3 予備費 100 100 0 100

1 予備費 100 100 0 100

1 予備費 100 100 0 100



１　公営企業会
　　計適用事業

1,729
令和４年度から
令和５年度まで

1,729 1,700 29

計 0 1,729 0 1,700 0 29

金　額
国　県
支出金

地方債 その他

(単位：千円)

事　項 限度額

前年度までの支出(見込)額 当該年度以降の支出予定額 特定財源

一般財源
期　　　間 金　額 期　　　間

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書



(単位：千円)

１　普　通　債 29,256 25,340 700 4,022 22,018

　⑴　漁業集落排水
　　　事業債

29,256 25,340 700 4,022 22,018

２　災害復旧費 30,900 27,039 0 3,862 23,177

　⑴　漁業集落排水
　　　施設

30,900 27,039 0 3,862 23,177

合　　　　計 60,156 52,379 700 7,884 45,195

区　　　　　分

地方債の前前年度末現在における現在高並びに前年度末及び
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

前 前 年 度 末
現 在 高

前年度末現在
高 見 込 額 当 該 年 度 中

起 債 見 込 額
当該年度中元金
償 還 見 込 額

当 該 年 度 末
現在高見込額

当 該 年 度 中 増 減 見 込


